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第第第第３３３３回企業法務回企業法務回企業法務回企業法務セミナーセミナーセミナーセミナー（（（（2011/92011/92011/92011/9////27272727）））） 

おかげさまで，事務所主催企業法務セミナー

「中小企業のための独占禁止法」が，無事終了

しました。☞山下江のブログ「なやみよまるく」>9/27 

「岡山県からの参加者もいた『企業法務セミナー』」 

月刊月刊月刊月刊「「「「ビジネスビジネスビジネスビジネス界界界界」」」」９９９９月号月号月号月号，，，，    

㈱㈱㈱㈱展望社発行展望社発行展望社発行展望社発行    

 所長の山下が月刊誌の表

紙になりました。記事中で，

仕事に対する姿勢などをざ

っくばらんに語っておりま

す。店頭ではお求めにくくなっておりますの

で，ご入用の方にはお譲りいたします（内容

は事務所ＨＰ「お知らせ」でもご覧いただけ

ます）。☞山下江のブログ「なやみよまるく」>10/3 

「恥ずかしながら、月刊誌の表紙に」
 

 
 

今年は原発問題があり，忌

野清志郎さん（ＲＣサクセション）

の「サマータイムブルース」が

一時期あちこちで取り上げられ

ていました。原発についての歌

が一時期流行りだったんでしょうかね。ただ，この

曲も入ったアルバム「ＣＯＶＥＲＳ」の中で反原発

と解釈できる歌は，実際のところ異論もあるでしょ

うが，この歌だけではないかという気がします。他

は反核もあるけど反戦歌とか色々ですし。たしか

に，素晴らしいアルバムなんですけど，清志郎の

中のある一部分ではないか，ここだけ取り出すの

はどうかと思います。 

一昨年に忌野さんが亡くなった際にも，「キン

グオブロック」等と親しみやすい雰囲気で語って

いたけど，個人的には違和感を覚えますね。そこ

まで万人受けするような音楽ではなかったのでは

ないかと思うのです。 

個人的には，「daydream believer」「パパの歌」

とかベタですが「スローバラード」やこれが収録さ

れているアルバム「シングルマン」が好きなので

す。そもそも，忌野清志郎は前記したベタな歌を

リアルタイムではないけど中学の時聞いて記憶に

残っており，ふと中古屋で見かけたこのアルバム

を買って聞いたのです。 

全般にややひねくれた感やもの寂しいところ，

スローバラードなんかは歌い出しの部分が印象に

残りました。正直，未だに意味がよく分からない

箇所もあるんですが，いい作品だなと思います。 

何か古めかしい音楽についてマニアックに述

べた点がありますけど，言いたいことは言おうと表

現する姿勢は，ただ空気を読むことばかりを考え

る風潮が嫌いな自分にとっては心惹かれるもの

があります。
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３３３３    契約契約契約契約のののの無効無効無効無効・・・・取消取消取消取消    

 

前回では契約無効の場合に関して述べました。

今回は取消です。 

 

  取消取消取消取消 無効は契約の当初から当然に効力はあ

りませんが，取消は取消の意思表示があって初

めて効力がなくなります。 

 取消ができる場合としては，詐欺による契約，

強迫による契約，行為無能力者（未成年者や被

成年後見人など）による契約の場合があります。 

 取消により契約は初めから無かったものとな

ります（遡及効と言います）から，もし契約が

履行されていれば，双方に原状回復義務が発生

します。 

 また，無効と異なり，取消権は，追認できる

ようになってから５年間，追認できるようにな

らなくても行為の時から２０年たてば消滅しま

すので，注意が必要です。 

 

     ４４４４    契約契約契約契約のののの解除解除解除解除    

 

 契約を解除できる場合としては，法定解除（法

律の要件により解除権が発生する場合），約定

解除（予めの解除権留保合意に基づき，該当事

情が発生したことを理由に解除する場合），合

意解除（合意により解除する場合）などがあり

ます。 

 

 (1) (1) (1) (1) 法定解除法定解除法定解除法定解除 

アアアア    債務不履行債務不履行債務不履行債務不履行によるによるによるによる解除解除解除解除    

 相手方が債務を履行しない場合に発生する解

除権ですが，履行遅滞・履行不能・不完全履行

の３態様があります。 

 ①履行遅滞は，相当期間を定めて履行を促し

（催告），それでも相手方が履行しないときに，

解除権が発生します。 

 ただし，クリスマスイブ商品のようにイブま

でに納入しなければ意味がないような場合の遅

滞は「定期行為の遅滞」と言い，一定時点まで

に履行しなければ契約の目的を達成できないの

で，催告は不要です。 

 ②履行不能は，そもそも契約に基づく履行が

不能な場合ですから，催告は不要です。 

 ③不完全履行は，履行された目的物に瑕疵

（欠陥）がある場合や履行の方法が不完全な場

合などを言います。追完（後に法律要件を補完

すること）可能な場合は履行遅滞に当たります

から催告をして相手方が応じなければ解除でき

ます。追完不能な場合は定期行為の遅滞または

履行不能に当たりますから催告無しで解除でき

ます。 

 なお，上記①②③で解除権が発生するために

は，いずれも債務を履行しない者の過失が必要

です。 

    イイイイ    各種契約特有各種契約特有各種契約特有各種契約特有のののの解除原因解除原因解除原因解除原因によるによるによるによる解除解除解除解除    

 ①売買契約における売主の瑕疵担保責任と買

主の解除権 

 売主には瑕疵のないものを買主に引き渡す義
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務があります。売買の目的物に権利の瑕疵又は

物質的な瑕疵がある場合に，売主が負う責任を

「瑕疵担保責任」と言います。 

 特定物（当事者が物の個性に着目した物）売

買では，買主が売買契約の目的を達成できない

場合は，解除と損害賠償を，そうでない場合は，

損害賠償ないし代金減額だけを請求できます。

請求権の行使には１年という期間制限がありま

す。 

 不特定物（当事者が種類，数量，品質等に着

目しその個性を問わない物）売買では，原則と

して債務不履行（不完全履行）により処理され

ます。権利行使には１０年の消滅時効がありま

すが，商行為のときは５年となります。 

なお，商人間の売買においては，買主の検

査・通知義務という特則がありますので注意

が必要です。すなわち，買主は目的物を受け

取ったときは，遅滞なくこれを検査し，瑕疵

または数量不足があるときは，直ちに売主に

通知しなければなりません。目的物に直ちに

発見できない瑕疵があるときは６か月以内に

発見して売主に通知しなければなりません。

商取引を迅速・円滑に進めるための特則です。 

 

こんにちは。経営企画部の“あゆやま”です。 

 経営企画部というと，法律事務所ではなかな

か聞き慣れない部署ですが，幣事務所は弁護士

が１６名，スタッフが２６名の大所帯なので，

独自の経営戦略とそれに則ったウェブサイトの

運営や広告の製作までを専門に行う部署が存在

します。もちろん，このKAIROの編集も経営

企画部の仕事です。 

 おかげさまで，日々，多くの人にお目にかか

り，様々な情報を得ながら，次はどんな楽しい

ことをしようかと，口角上がりっぱなしで仕事

をしています。 

 特に今年は，４～５月にかけての１カ月間，

国際ロータリーの派遣研修に参加し，アメリカ

のウィスコンシン州とミシガン州の９都市で現

地法律事務所などの視察もしました。視察によ

り得た知識もさることながら，数えきれない人

たちに一方ならぬお世話になり，そのご縁とご

恩に報いるために「自分にできること」を真剣

に考える機会を与えられたのは，筆舌し難い素

晴らしい体験でした。 

そして，その「自分にできること」の一つと

して，来年２０１２年１０月には，ニューヨー

クで３週間の個展を開催します。皆さんにもご

一緒に楽しんでいただけるものにしますので，

応援の方もどうぞよろしくお願いいたします。 

 現在，作品は山口亜由美の facebook アルバ

ム”AYUMI's art works”で順次ご紹介しています。山下

江のブログ「なやみよまるく」＞9/22「広島赤門クラ

ブ」もご参照ください。 

 

宮島宮島宮島宮島    客社祓殿客社祓殿客社祓殿客社祓殿        
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◆◆◆◆企業法務企業法務企業法務企業法務セミナーセミナーセミナーセミナー開催開催開催開催のごのごのごのご案内案内案内案内 

山下江法律事務所では，年３回，１，５，９月

の第４木曜日 18:30 より，２時間の企業法務セミ

ナーを開催します。 

・・・・第第第第４４４４回回回回：：：：１１１１月月月月２６２６２６２６日日日日（（（（木木木木））））    講師講師講師講師    弁護士弁護士弁護士弁護士    柴橋修柴橋修柴橋修柴橋修    

「「「「民事介入暴力民事介入暴力民事介入暴力民事介入暴力へのへのへのへの対応対応対応対応」」」」    

組織だった不法勢力から度を越えた請求をさ

れたら…その対処法をお伝えします。 

日 時：平成２４年１月２６日（木）１８：３０～２０：３０ 

会 場：広島パシフィックホテル（中区上八丁堀8-16） 

受講料：顧問会社様 無料（複数名可） 

一般 1 名様につき ５,０００円 

☞詳細，お申込み方法は，同封のチラシもしくは当

事務所ホームページ（トップ＞お知らせ＞企業法務

セミナー情報）をご参照ください。 

・・・・第第第第５５５５回回回回：：：：５５５５月月月月２４２４２４２４日日日日（（（（木木木木））））    講師講師講師講師    弁護士弁護士弁護士弁護士    山下江山下江山下江山下江    

「「「「役役役役にににに立立立立つつつつ債権回収債権回収債権回収債権回収のののの法律実務法律実務法律実務法律実務」」」」    

・・・・第第第第６６６６回回回回：：：：９９９９月月月月２７２７２７２７日日日日（（（（木木木木））））    講師講師講師講師    弁護士弁護士弁護士弁護士    田中伸田中伸田中伸田中伸    

「「「「契約書作成契約書作成契約書作成契約書作成についてについてについてについて」」」」    

◆◆◆◆飲食店街活性化飲食店街活性化飲食店街活性化飲食店街活性化イベントイベントイベントイベント「「「「ひろひろひろひろコンコンコンコン！」！」！」！」にににに協賛協賛協賛協賛    

 前回，９月２０日に開催され大好評だった広島飲

食店街活性化イベント「ひろコン!」の第２弾が１１月

１２日に開催されます。当事務所では，前回同様，

広島中心街の活性化のためにイベントに協賛して

います。今回も所長の山下は，ステージに登ります! 

☞山下江のブログ「なやみよまるく」>10/25「男女 2500 人の

大合コン『ひろコン!』」，公式HP は「ひろコン!」で検索！ 

◆◆◆◆アリスガーデンアリスガーデンアリスガーデンアリスガーデン広場広場広場広場でのでのでのでのイベントイベントイベントイベントにににに協賛協賛協賛協賛    

    アリスガーデン広場（西新天地公共広場）

でのイベント「AH！」や「INDIKET」に協

賛しています。広島の街文化の創生に微力な

がらお手伝いします。☞山下江のブログ「なやみ

よまるく」>10/11「INDIKET’11」 

◆◆◆◆CDCDCDCD「「「「さあさあさあさあ    はじめようはじめようはじめようはじめよう！！！！」」」」リリースリリースリリースリリースにににに協賛協賛協賛協賛    

広島を拠点に活躍中のヴィオラ奏者沖田孝司

さんがＣＤ「さあ はじめよう！」～It’s My Pleasure!

～をリリースしまました。タイトル曲は第１９回「全

国ボランティアフェスティバルひろしま ２０１０」

のテーマソングになっており，CD は広島の老人

施設や幼稚園などにも無料配布されています。

当事務所は，この CD リリースに協賛しました。 

◆◆◆◆NPONPONPONPO 法人広島経済活性化推進倶楽部法人広島経済活性化推進倶楽部法人広島経済活性化推進倶楽部法人広島経済活性化推進倶楽部    

（（（（略称略称略称略称 KKCKKCKKCKKC，，，，理事長理事長理事長理事長    山下江山下江山下江山下江））））交流会大盛況交流会大盛況交流会大盛況交流会大盛況！！！！    

去る 10 月 15 日，KKC の第 16 回「起業家･投

資家･専門家『お見合い交流会』」が，約９０名に

ご参加いただき，楽しい会になりました。 

 
詳しくは☞山下江のブログ「なやみよまるく」>10/16「第 

１６回ＫＫＣ交流会、カープ侍参上！」 
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